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第１章  総 則 

 
（目的） 
第 1 条 この確定給付企業年金（以下「本制度」という。）は、確定給付企業年金法（平成

13 年法律第 50 号。以下「法」という。）に基づき、本制度の加入者等の老齢、死亡又は

脱退について給付を行い、もって加入者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上を図る

ことを目的とする。 

 

（事業主の名称及び住所並びに実施事業所の名称及び所在地） 

第 2 条 本制度を実施する厚生年金適用事業所（以下「実施事業所」という。）の事業主（以

下「事業主」という。）の名称及び住所は、次のとおりとする。 
名  称  日立オ－トモティブシステムズ株式会社 
住  所  茨城県ひたちなか市高場 2520 

 

名  称  株式会社ユニシア九州 

住  所  福岡県築上郡上毛町大字垂水 704-1 

 

名  称  ユニシアジェーケーシーステアリングシステム株式会社 

住  所  埼玉県比企郡滑川町都 25-10 

 

２ 本制度の実施事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 
名  称 日立オ－トモティブシステムズ株式会社厚木事業所 
住  所  神奈川県厚木市恩名 4-7-1 

 

名  称  株式会社ユニシア九州 

住  所  福岡県築上郡上毛町大字垂水 704-1 

 

名  称  ユニシアジェーケーシーステアリングシステム株式会社 

住  所  埼玉県比企郡滑川町都 25-10 



 

 

 
第２章  加 入 者 

 

（加入者） 

第 3 条 本制度の加入者は、実施事業所に使用される被用者年金被保険者等のうち、社員

就業規則（平成 21年 7月 1 日現在において効力を有する社員就業規則をいう。以下同じ。）

第 2 条に規定する社員（以下「社員」という。）とする。 

 

（資格取得の時期） 
第 4 条 社員は、次のいずれかに該当するに至った日に、加入者の資格を取得する。 
 （１）実施事業所に使用されるに至った日（当該使用されるに至った日において社員でな

い場合にあっては社員となった日） 
 （２）休職（就業規則第 48 条第１項第１号、第４号を除く休職をいう。以下同じ。）が

終了した日の翌日 
 

（資格喪失の時期） 

第 5 条 社員は、次のいずれかに該当するに至った日に、加入者の資格を喪失する。 

(１) 死亡したとき 

(２) 実施事業所に使用されなくなったとき 

(３) 社員でなくなったとき 

(４) 社員が使用される事業所が、実施事業所でなくなったとき 
(５) 60 歳に達した日の属する月の末日に到達したとき 
(６) 休職したとき 

 

（加入者期間の計算） 

第 6 条 加入者期間は、加入者の資格を取得した日から加入者の資格を喪失した日までの

期間を年月数に換算した期間とし、1か月未満の端数が生じた場合は、1か月に切り上げ

るものとする。 

２ 加入者の資格を喪失した後に、再びこの制度の加入者の資格を取得した者（以下「再

加入者」という。）については、次に掲げる者を除き、前後の加入者期間を合算するもの

とする。 

（１）再加入者となる前の加入者期間に係る脱退一時金の全部を支給された者 

（２）再加入者となる前の加入者期間に係る老齢給付金の全部を支給された者 



 

 

 
第３章  基準給与及び標準給与 

 

（基準給与） 

第 7 条 基準給与は、次の各号に定めるとおりとする。 

 (１) 第 1 基準給与 

第 1 年金に係る給付の額の算定の基礎となる給与（以下「第 1 基準給与」という。）

は、加入者の資格を喪失したときの社員退職手当規程（平成 21 年 7 月 1 日現在に

おいて効力を有する社員退職手当規程をいう。）第 4 条に定める退職手当算定基礎

額（以下「退職手当算定基礎額」という。）とする。 

 (２) 第 2 基準給与 

第 2 年金に係る給付の額の算定の基礎となる給与（以下「第 2 基準給与」という。）

の基礎となる給与の範囲は、厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号。以下「厚

年法」という。）第 3条第 1 項第 3 号に規定する報酬の範囲とし、第 2基準給与は、

加入者の給与の月額に基づき、厚年法第 20 条に規定する標準報酬月額の例により

定める。 

２ 加入者が、厚年法第 129 条第 2 項に規定する事業所に同時に使用される者であるとき

は、その者が同事業所で受ける報酬の月額を前項第 2 号に規定する標準給与の基礎とな

る給与の月額に算入するものとし、この場合における給与の範囲は前項第 2 号の規定を

準用する。 

３ 第 1 項第 2 号及び前項に規定する第 2 基準給与の決定及び改定の方法については、厚

年法第 21条から第 25 条までの規定を準用する。 
 

（標準給与） 

第 8条 標準給与は、次の各号に定めるとおりとする。 

 (１) 第 1 標準給与 

第 1 年金に係る掛金の額の算定の基礎となる給与（以下「第 1 標準給与」という。）

は、毎年 4 月 1 日現在の退職手当算定基礎額とし、その年の 10 月から翌年 9 月ま

での各月に適用する。 

 (２) 第 2 標準給与 

第 2 年金に係る掛金の額の算定の基礎となる給与（以下「第 2 標準給与」という。）

は、毎年 4 月から 6 月までの第 2 基準給与を平均した額とし、その年の 9月から翌

年 8月までの各月に適用する。 

２ 前項第 1 号の規定にかかわらず、加入者の資格を取得した日以降最初に到来する 9 月

まで（毎年 4 月 2 日から同 9 月末日までの間に加入者の資格を取得した場合には、翌年

の 9月までとする。）の第 1 標準給与は、加入者の資格を取得した日における退職手当算

定基礎額とする。 

３ 第 1 項第 2 号の規定にかかわらず、加入者の資格を取得した日以降最初に到来する 8

月まで（毎年 4 月 2 日から同 8 月末日までの間に加入者の資格を取得した場合には、翌



 

 

年の 8月までとする。）の第 2 標準給与は、加入者の資格を取得した日における第 2 基準

給与とする。 

 



 

 

 
第４章  給 付 

 

第１節  通 則 

 

（給付の種類） 

第 9条 本制度による給付は次のとおりとする。 

(１) 老齢給付金 

(２) 脱退一時金 

(３) 遺族給付金 

 

（裁  定） 

第 10 条 給付を受ける権利（以下「受給権」という。）は、その権利を有する者（以下「受

給権者」という。）の請求に基づいて、事業主が裁定する。 

２ 事業主は、前項の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を資産管理運用

機関に通知するものとする。 

３ 資産管理運用機関は、第 1 項の規定による裁定の内容に基づき、その請求をした者に

給付の支給を行う。 

４ 受給権者は、第 1 項の裁定の請求を行う場合は、裁定の請求の書類に生年月日に関す

る市区町村長の証明書又は戸籍の抄本その他生年月日を証する書類を添付して事業主に

提出しなければならない。 

５ 遺族給付金の請求にあたっては、裁定の請求の書類に次の各号に定める書類を添付し

て事業主に提出しなければならない。 

(１) 請求者が配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある

者を含む。以下同じ。）、子（給付対象者の死亡の当時胎児であった子が出生したと

きは、当該子を含む。以下同じ。）、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹の場合 

死亡した者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市区町村長の証

明書又は戸籍の抄本（請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡した者と死亡の当

時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類）

その他当該事実を証する書類 

(２) 請求者が死亡した受給権者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持して

いたその他の親族の場合 

請求者が死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持してい

たことを証する書類 

６ 第 16 条に規定する未支給の給付の請求にあたっては、その請求者は、裁定の請求の書

類に次の各号に定める書類を添付して事業主に提出しなければならない。ただし、死亡

した受給権者が死亡前に給付の請求をしていなかった場合は、第 4 項に定める請求書を

併せて提出しなければならない。 

(１) 請求者が配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹の場合 



 

 

死亡した者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市区町村長の証

明書又は戸籍の抄本（請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡した者と死亡の当

時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類）

その他当該事実を証する書類 

(２) 請求者が死亡した受給権者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持して

いたその他の親族の場合 

請求者が死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持してい

たことを証する書類 

７ 第 20 条第 1 項ただし書きの規定により、年金に代えて一時金の支給を受けようとする

場合、当該受給権者は、同項各号に定める特別な事情があることを証する書類を提出し

なければならない。 

 

（第 1標準年金額及び第 2 標準年金額） 

第 11条 第 1標準年金額及び第 2 標準年金額は、次の各号に定める額とする。 

(１) 第 1標準年金額 

第 1 基準給与に、加入者期間及び退職事由に応じて別表第 1に定める率及び加入者

の資格を喪失したときの年齢に応じて別表第 2 に定める率を乗じて得た額 

(２) 第 2標準年金額 

加入者の資格を取得した日の属する月から資格を喪失した日の属する月の前月ま

での期間の平均標準報酬月額（当該期間の計算の基礎となる各月の第 2 基準給与を

平均した額をいう。以下同じ。）に 1000 分の 0.1、加入者期間の月数及び 2.637 を

乗じて得た額 

２ 前項の規定にかかわらず、脱退一時金の繰下げ期間中に既に第 24 条に規定する脱退一

時金の一部支給を受けた者のうち同条第 4 項第 2 号から第 4 号の選択割合を選択した者

に係る第 1標準年金額は、前項第 1 号の規定により計算される額に 100％から当該選択割

合を減じて得た割合を乗じて得た額とする。 

３ 第 1 項第 1 号の規定にかかわらず、第 1 標準年金額に相当する部分の支給が開始され

た後 20 年を経過した後の第 1 標準年金額は、同項同号の規定により計算される額に 0.5

を乗じて得た額とする。 

 

（端数処理） 

第 12 条 給付のうち年金として支給されるもの（以下「年金給付」という。）及び給付の

うち一時金として支給されるもの（以下「一時金給付」という。）の額に 100円未満の端

数が生じた場合は、これを 100円に切り上げる。 

２ 年金給付及び一時金給付の計算過程において、1円未満の端数が生じた場合は、これを

1円に切り上げる。 

３ 前 2 項の規定は、標準年金額を計算する場合においては、第 1 標準年金額及び第 2 標

準年金額のそれぞれに適用するものとする。 

 



 

 

（支給期間） 

第 13 条 年金給付の支給は、その支給要件を満たした日の属する月の翌月から始め、その

権利が消滅した日の属する月で終わるものとする。 

 

（支払日及び支払方法） 

第 14条 年金給付の支払日は年 6回、2月、4 月、6 月、8月、10月及び 12月の各 1 日（た

だし、当該日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日とする。）とし、それぞれの

支払日にその前月までの分をまとめて支払う。 

２ 一時金給付は、請求手続終了後 1 か月以内に支払う。 

３  前 2 項の給付の支払は、あらかじめ加入者、加入者であった者又はその遺族が指定し

た金融機関の口座に、資産管理運用機関から振り込むことによって行う。 
 

（給付の制限） 

第 15条 故意の犯罪行為により給付対象者を死亡させた者及び給付対象者の死亡前に、そ

の者の死亡によって遺族給付金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者に

ついては、遺族給付金を支給しない。 

２ 受給権者が、正当な理由がなくて法第 98条の規定による書類その他物件の提出の求め

に応じない場合は、給付の全部又は一部を行わない。 

３ 加入者又は加入者であった者が、実施事業所の就業規則に定める懲戒解雇（実質的に

は懲戒解雇の発令のみ留保した諭旨解雇を含む）により解雇されたときは、給付の全部

又は一部を行わない。 

４ 加入者であった者が、実施事業所に使用されなくなった後に前項各号のいずれかに該

当していたことが明らかになった場合その他これに準ずる場合は、給付の全部又は一部

を行わない。 

 

（未支給の給付） 

第 16 条 受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその

者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母若

しくは兄弟姉妹又はその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたその他の親族は、

自己の名で、その未支給の給付を請求することができる。 

２ 前項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその給付を請求していなかったと

きは、同項に規定する者は、自己の名で、その給付を請求することができる。 

３ 未支給の給付を受けるべき者の順位は、第 1項に規定する順位による。 

４ 未支給の給付を受けるべき同順位者が 2 人以上あるときは、その 1 人のした請求は、

全員のためその全部につきしたものとみなし、その 1人に対して行った給付は、全員に対

して行ったものとみなす。 

第 16 条の 2 受給権の消滅時効については民法（明治２９年４月２７日法律第８９号）の

規定を適用する。 
 



 

 

（受給権の譲渡等の禁止等） 

第 17 条 受給権は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、

国税滞納処分（その例による処分を含む。）により差し押さえる場合は、この限りでない。 
 



 

 

 

第２節  老齢給付金 

    

（支給要件） 

第 18条 本制度の加入者又は加入者であった者が次のいずれにも該当することとなったと

きは、その者に老齢給付金を支給する。 

(１) 加入者期間が 15 年に達したとき 

(２) 60 歳に達したとき 

 

（年金額） 
第 19条 年金として支給する老齢給付金の額は、次の各号に定める額を合算した額とする。 

 (１) 第 1 年金 

第 1 標準年金額 

 (２) 第 2 年金 

第 2 標準年金額 

２ 前項の規定にかかわらず、老齢給付金の支給を開始して 5 年を経過した月以降の期間

の老齢給付金の額は、第 1 年金の額とする。 

 

（年金に代えて支給する一時金） 
第 20条 老齢給付金の受給権者は、老齢給付金の裁定を受けるとき、又は、年金として支

給する老齢給付金の支給開始後 5 年を経過した日から保証期間（第 1 年金については 20

年、第 2年金については 5 年をいう。以下同じ。）を経過する日までの間において、その

者の申出により、第 1 年金及び第 2 年金それぞれにつき、年金の支給に代えて一時金を

受けることができる。ただし、次に掲げる事由に該当した場合にあっては、老齢給付金

を受けてから 5年を経過する日までの間においても、一時金を受けることができる。 
(１) 受給権者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災

その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損

害を受けたこと 
(２) 受給権者がその債務を弁済することが困難であること 

(３) 受給権者が心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したこと 

(４) その他前各号に準ずる事情 

２ 前項の規定により、老齢給付金を一時金として受けることを選択する場合にあっては、

次に掲げる選択割合のいずれを選択するかを申し出ることとする。ただし、第 2 年金を

一時金として受けることを申し出る場合及び既に第 1 年金の支給が開始されている者又

は脱退一時金の繰下げ期間中に既に第 1 脱退一時金に相当する額の一部支給を受けた者

が第 1年金につき一時金の支給を申し出る場合にあっては、第 1号の選択割合に限る。 

  (１) 100％ 

 （２） 75％ 

  (３) 50％ 



 

 

 （４） 25％ 

３ 前項の規定により選択した一時金給付の額は、次の各号に定める額とする。 

 (１) 第 1 年金に係る一時金給付の額 

第 1 年金の額に保証期間から既に老齢給付金の支給を受けた期間を控除した期間

（以下「残余支給期間」という。）に応じて別表第 3 に定める年金現価率及び前項で

定める選択割合のうち、その者が選択した割合を乗じて得た額 

 (２) 第 2 年金に係る一時金給付の額 

第 2 年金の額に残余支給期間に応じて別表第 3 に定める年金現価率を乗じて得た額 

４ 第 1 年金につき第 2 項第 2 号から第 4 号の選択割合を選択して一時金の支給を受けた

者に係る翌月以降の第 1年金の額は、前条第 1項第 1 号に規定する額に、100％から当該

選択割合を減じて得た割合を乗じて得た額とする。 

５ 第 1 年金につき第 2 項第 2 号から第 4 号の選択割合を選択して一時金の支給を受けた

者は、第 1 項第 1 号から第 4 号の規定に該当するに至った場合、前項に規定する第 1 年

金の残余の額の全部について再度一時金を受けることができる。 

６ 前項の規定による一時金の額は第 4 項の規定により計算される第 1 年金の額に、残余

支給期間に応じて別表第 3 に定める率を乗じて得た額とする。 

 
（失権） 
第 21 条 老齢給付金の受給権は、次のいずれかに該当することとなったときは消滅する。 

(１) 受給権者が死亡したとき 
(２) 老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき 

 



 

 

 
第３節  脱退一時金 

 
（支給要件） 
第 22条 本制度の加入者が次のいずれかに該当した場合にあっては、その者に脱退一時金

を支給する。 
(１) 加入者期間 15 年未満である者が加入者の資格を喪失したとき（死亡による資格喪

失を除く。次号において同じ。） 

(２) 加入者期間 15年以上である者が 60 歳未満で加入者の資格を喪失したとき 
 
（一時金額） 

第 23条 脱退一時金の額は、次の各号に定める額とする。 

（１）加入者期間 1 年未満の者が資格喪失したとき 

    第 2 年金の額に加入者の資格を喪失したときの年齢に応じて別表第 5 に定める率

を乗じて得た額（以下「第 2 脱退一時金」という。） 

（２）加入者期間 1 年以上の者が資格喪失したとき 

    第 2 脱退一時金の額と、第 1 基準給与に加入者期間、退職事由及び加入者の資格

を喪失したときの年齢に応じて別表第 4 に定める率を乗じて得た額（以下「第 1 脱

退一時金」という。）を合算した額 

 
（脱退一時金の支給の繰下げ） 
第 24条 第 22 条第 2 号に該当した脱退一時金の受給権者は、その者が 60歳に達するまで

の間、脱退一時金の支給の繰下げの申出をすることができる。 
２ 前項の規定により脱退一時金の支給を繰り下げている者は、繰下げ期間中に脱退一時

金の支給を申し出ることができる。 

３  前項の規定により、脱退一時金の支給を申し出る場合には、次に掲げる選択割合のい

ずれを選択するかを申し出ることとする。ただし、第 2 脱退一時金の支給を申し出る場

合にあっては、第 1号の選択割合に限る。 

 （１） 100％ 

 （２） 75％ 

 （３） 50％ 

 （４） 25％ 

４  前項の規定により選択した脱退一時金の額は、次の各号に定める額とする。 

 （１） 第 1 脱退一時金に相当する額 

第 1年金の額に加入者の資格を喪失したときの年齢に応じて別表第 6 に定める率、

繰下げ期間に応じて別表第 7 に定める率及び前項で定める選択割合のうち、その

者が選択した割合を乗じて得た額 

 （２） 第 2 脱退一時金に相当する額 

第 2 年金の額に一時金の支給を申し出たときの年齢に応じて別表第 5 に定める率



 

 

を乗じて得た額 

５  第 3 項第 2 号から第 4 号の選択割合を選択して第 1 脱退一時金の支給を受けた者は、

その者が 60 歳に達するまでの間、残余の部分の全部について再度一時金の支給を申し出

ることができる。 

６  前項の規定による一時金の額は、第 1 年金の額に加入者の資格を喪失したときの年齢

に応じて別表第 6 に定める率、繰下げ期間に応じて別表第 7に定める率及び 100％から第

3 項で選択した割合を減じて得た割合を乗じて得た額とする。 

 

（支給の効果） 
第 25条 脱退一時金の支給を受けたときは、その額の計算の基礎となった加入者であった

期間は、加入者期間に算入しないものとする。    

２ 脱退一時金相当額が第 53 条の３から第 53 条の６までのいずれかの規定に基づき移換

されたときは、その額の計算の基礎となった加入者であった期間は、加入者期間に算入し

ないものとする。 

 
（失権） 
第 26条 脱退一時金の受給権は、次の各号のいずれかに該当したときは消滅する。 

(１) 脱退一時金の全部の支給を受けたとき 

(２) 脱退一時金の受給権者が死亡したとき 

(３) 脱退一時金の受給権者が老齢給付金の受給権を取得したとき 
 



 

 

 
第４節  遺族給付金 

 
（支給要件） 
第 27条 本制度の加入者又は加入者であった者が、次の各号のいずれかに該当した場合に

は、その者の遺族に遺族給付金を一時金として支給する。 
(１) 加入者が死亡したとき 
(２) 第 22 条第 2 号に該当する脱退一時金の受給権者であって、脱退一時金の繰下げの

申出をしている者が死亡したとき 

(３) 老齢給付金の受給権者であって、年金の支給開始後保証期間を経過していない者が

死亡したとき 

 

（遺族の範囲及び順位） 
第 28条 前条の遺族は次に掲げる者とし、その順位は次の各号の順位とする。ただし、同

順位の者が 2 名以上となる場合には、その 1 人のした請求は、同順位の者全員のためそ

の全額につきしたものとみなし、その 1 人に対して行った支給は、全員に対して行った

ものとみなす。    

(１) 配偶者 

(２) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 

(３) 前 2 号に掲げる者のほか、死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計

を維持していたその他の親族 

 

（遺族給付金の額） 
第 29 条 第 27 条第 1 号に該当した場合に支給する一時金額は、次の各号に定める額とす

る。 

(１) 加入者期間 1年未満の者が死亡したとき 

第 2 年金の額に死亡したときの年齢に応じて別表第 5 に定める率を乗じて得た額 
(２) 加入者期間 1年以上の者が死亡したとき 

前号に定める額に、第 1基準給与に加入者期間、退職事由及び死亡したときの年齢

に応じて別表第 4 に定める率を乗じて得た額を合算した額 

２ 第 27 条第 2 号に該当した場合に支給する一時金額は、次の各号に定める額を合算した

ものとする。 

(１) 第 1 年金の額に加入者の資格を喪失したときの年齢に応じて別表第 6に定める率及

び死亡したときまでの繰下げ期間に応じて別表第 7 に定める率を乗じて得た額 

(２) 前項第 1号の規定により算定される額 

３ 第 27 条第 3 号に該当した場合に支給する一時金額は、次の各号に定める額とする。 

(１) 老齢給付金の支給開始後 5年以内の者が死亡したとき 

   次のア及びイに定める額を合算した額 

ア 死亡した者が受けていた第 1年金の額に残余支給期間に応じて別表第 3 に定める



 

 

率を乗じて得た額 

イ 死亡した者が受けていた第 2年金の額に残余支給期間に応じて別表第 3 に定める

率を乗じて得た額 

(２) 老齢給付金の支給開始後 5年を経過した者が死亡したとき（ただし、支給開始後 20

年を経過した者を除く。） 

 前号アに規定する額 



 

 

 

第５章  掛 金 

 

（掛金） 

第 30 条 事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、給付の額の計算の基礎

となる各月につき掛金を拠出する。 
 

（標準掛金） 

第 31 条 掛金のうち、標準掛金は次の各号に定める額の合計額とする。 

(１) 第 1標準掛金 

  毎月 1日現在における加入者の第 1 標準給与の合計額に 385/1,000 を乗じて得た額 

(２) 第 2標準掛金 

  毎月 1日現在における加入者の第 2 標準給与の合計額に 1/1,000 を乗じて得た額 

 
（特別掛金） 
第 32 条 掛金のうち、特別掛金は過去勤務債務の額を平成 22 年 4 月から少なくとも 5 年 

3 ヶ月で償却するために、毎月 1 日現在における加入者の第１標準給与の合計額に

1,076/1,000 以上 1,383/1,000 以下で次項に定める率を乗じて得た額とする。 

２ 平成 22 年度より適用する特別掛金率は、1,076/1,000 とする。 

 
（掛金の負担割合） 
第 33条 事業主は、掛金の全額を負担する。 

 

（掛金の納付） 
第 34条 事業主は、各月の掛金を当月の末日までに資産管理運用機関に納付するものとす

る。 
２ 納付する掛金の額に、1円未満の端数が生じた場合はこれを 1円に切り上げる。 
 
（財政再計算） 
第 35 条 事業主は、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように、5 年毎に事業

年度末日を基準日として掛金の額の再計算を行うものとする。 
２ 事業主は、前項の規定にかかわらず、加入者の数が著しく変動した場合その他確定給

付企業年金法施行規則（平成 14 年厚生労働省令第 22 号。以下「規則」という。）第 50

条に定める場合は、掛金の額の再計算を行うものとする。 

 

（積立金の額の評価） 

第 36 条 本制度の掛金の額を計算する場合の積立金の額は、時価で評価するものとする。 
 



 

 

 
第６章  積立金の積立て 

 

（継続基準の財政検証） 
第 37条 事業主は、毎事業年度の決算において積立金の額が責任準備金の額から許容繰越

不足金を控除した額を下回る場合には、掛金の額を再計算するものとする。 

２ 前項に規定する許容繰越不足金は、当該事業年度の末日における責任準備金の額に 100

分の 15 を乗じて得た額とする。 
 

（非継続基準の財政検証） 
第 38条 事業主は、毎事業年度の決算において積立金の額が最低積立基準額を下回る場合

には、規則第 58条第 2号の規定に基づき必要な額を掛金として拠出するものとする。 

２ 前項に規定する最低積立基準額は、加入者及び加入者であった者の当該事業年度の末

日（以下この条において「基準日」という。）までの加入者期間に係る最低保全給付の現

価の合計額とする。 

３ 前項に規定する最低保全給付は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定め

るものとする。 

(１) 基準日において年金給付の支給を受けている者 

当該年金給付 

(２) 基準日において老齢給付金の支給要件のうち老齢給付金支給開始要件以外の要件を

満たす者 

その者が老齢給付金支給開始要件を満たしたときに年金として支給される老齢

給付金 
(３) 基準日において加入者である者のうち、基準日の翌日に加入者の資格を喪失した場

合に老齢給付金を受けるための要件のうち老齢給付金支給開始要件以外の要件を

満たす者 
ア 第 1 年金部分 

標準的な退職年齢に達した日（基準日における年齢がこの年齢以上の場合にあっ

ては基準日の翌日。以下「標準資格喪失日」という。）に加入者の資格を喪失した

とする場合に支給されることとなる老齢給付金のうち第 1年金に相当する部分の額

に、次の按分率を乗じて得た額 
按分率＝Ａ／Ｂ 

Ａ 基準日の翌日に加入者の資格を喪失した場合に、第 1年金の額の算定に用いる

別表第 1 に定める率 

Ｂ 標準資格喪失日に加入者の資格を喪失した場合に、第 1 年金の額の算定に用い

る別表第 1に定める率 

イ 第 2 年金部分 

標準資格喪失日に加入者の資格を喪失したとする場合に支給されることとなる

老齢給付金のうち第 2 年金に相当する部分の額に、次の按分率を乗じて得た額 



 

 

按分率＝Ｃ／Ｄ 

Ｃ 基準日の翌日に加入者の資格を喪失した場合に、第 2年金の額の算定に用いる

加入者期間の月数 

Ｄ 標準資格喪失日に加入者の資格を喪失した場合に、第 2 年金の額の算定に用い

る加入者期間の月数 

 (４) 基準日において加入者である者のうち、前号に定める者以外の者 
ア 第 1 脱退一時金部分 

標準資格喪失日に加入者の資格を喪失したとする場合に支給されることとなる

第 1 脱退一時金の額に、次の按分率を乗じて得た額 

按分率＝Ｅ／Ｆ 
Ｅ 基準日の翌日に加入者の資格を喪失した場合に、第 1脱退一時金の額の算定に

用いる別表第 4に定める率 

Ｆ 標準資格喪失日に加入者の資格を喪失した場合に、第 1 脱退一時金の額の算定

に用いる別表第 4 に定める率（ただし、当該加入者が標準資格喪失日に加入者の

資格を喪失した場合に、老齢給付金の受給資格が得られる場合は、別表第 1 に定

める率に別表第 6 に定める率を乗じて得た率とする。） 

イ 第 2 脱退一時金部分 

標準資格喪失日に加入者の資格を喪失したとする場合に支給されることとなる

第 2 脱退一時金の額に、次の按分率を乗じて得た額 

按分率＝Ｇ／Ｈ 

Ｇ 基準日の翌日に加入者の資格を喪失した場合に、第 2脱退一時金の額の算定に

用いる加入者期間の月数 

Ｈ 標準資格喪失日に加入者の資格を喪失した場合に、第 2 脱退一時金の額の算定

に用いる加入者期間の月数 

４ 前項第 3 号に規定する標準的な退職年齢は、60 歳とする。 

 



 

 

 
第７章 積立金の運用及び業務の委託 

 

（資産管理運用契約） 

第 39 条 事業主は、法第 65 条第 1 項及び第 2 項の規定に基づき、積立金の管理及び運用

に関し、給付に要する費用に充てることを目的として、受給権者を受益者とする年金信

託契約を信託会社と、受給権者を保険受取人とする生命保険契約を生命保険会社とそれ

ぞれ締結するものとする。 

２ 事業主は、前項に規定する信託契約に係る信託財産の運用に関して、投資顧問業者と

投資一任契約を締結できるものとする。この場合、法第 65条第 1 項第 1号の規定に基づ

き、事業主は、受給権者を受益者とする年金特定信託契約を信託会社と締結するものと

する。 

３ 第 1項の年金信託契約の内容は、確定給付企業年金法施行令（平成 13年政令第 424 号。

以下「令」という。）第 38条第 1 項第 1号及び規則第 68条に規定するもののほか、受益

者に支払うべき支払金は、加入者若しくは加入者であった者又はこれらの者の遺族が、

この規約に定める給付を受けることができるときに支払うものでなければならない。 

４ 第 1 項の生命保険契約の内容は、令第 38条第 2 項並びに規則第 69条及び第 70条に規

定するもののほか、保険金受取人に支払うべき保険金は、加入者若しくは加入者であっ

た者又はこれらの者の遺族が、この規約に定める給付を受けることができるときに支払

うものでなければならない。 

５ 第 2 項の投資一任契約の内容は、令第 39条に規定するものでなければならない。 

６ 第 2 項の年金特定信託契約の内容は、令第 38条第 1 項第 2 号に規定するもののほか、

第 3 項の規定を準用する。 

 
（資産管理運用機関及び投資顧問業者） 
第 40 条 前条の規定により事業主と契約を締結した資産管理運用機関及び投資顧問業者

（以下「運用受託機関」という。）の名称及び住所は、別表第 8のとおりとする。 

 
（運用管理規程） 
第 41条 第 39条の契約に係る次の事項は、運用管理規程において定めるものとする。 

(１) 信託金又は保険料の払込割合 

(２) 支払金又は保険金の負担割合 

(３) 掛金の払込及び給付費等の負担の取りまとめを行う運用受託機関 

(４) 資産額の変更の手続き 

(５) 第 3項に規定する積立金の安全かつ効率的な運用のために必要と認められるもの 
２ 運用管理規程の策定及び変更は、労働組合（加入者の過半数で組織する労働組合があ

るときは当該労働組合。当該労働組合がないときは加入者の過半数を代表する者をいう。

以下同じ。）の同意を得て事業主が決定する。 

３ 第 1 項第 1 号から第 4 号までに規定する事項の変更であって、積立金の安全かつ効率



 

 

的な運用のために必要と認められるものとして運用管理規程で定める場合においては、

前項の規定にかかわらず、事業主が決定することができる。 

４ 事業主は、前項の規定による処置については、速やかに労働組合に報告し、その同意

を得なければならない。 
 
（積立金の運用） 
第 42条 事業主は、積立金の運用を安全かつ効率的に行わなければならない。 

 
（運用の基本方針及び運用指針） 
第 43条 事業主は、積立金の運用に関する基本方針を作成し、当該基本方針に沿って運用

しなければならない。 
２ 事業主は、前項に規定する運用の基本方針と整合的な運用指針を作成し、運用受託機

関に交付しなければならない。ただし、年金特定信託契約及び生命保険一般勘定契約の

相手方である運用受託機関を除く。 
 
（分散投資義務） 
第 44条 事業主は、積立金を特定の運用方法に集中しない方法により運用しなければなら

ない。 

 
（政策的資産構成割合） 
第 45条 事業主は、長期にわたり維持すべき資産の構成割合を適切な方法により定めなけ

ればならない。 

２ 事業主は、前項の資産の構成割合の決定及び維持に関し、専門的知識及び経験を有す

る職員を置かなければならない。 
 
（資産状況の確認） 
第 46条 事業主は、少なくとも毎事業年度ごとに、運用資産を時価により評価し、その構

成割合を確認しなければならない。 

 
（資産管理運用契約に基づく権利の譲渡等の禁止） 
第 47条  事業主は、資産管理運用契約に基づく権利を譲り渡し、又は担保に供してはなら

ない。 
 
（業務の委託） 
第 48条 事業主は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社に次に掲げる業務を委託する。 

(１) 年金数理に関する業務 
(２) 給付の支払に関する業務 
(３) 加入者の記録管理（年金受給待期者、年金受給者を含む。）に関する業務 
(４) 掛金額の計算補助に関する業務 



 

 

(５) 給付額の計算補助に関する業務 

２ 事業主は、前項に規定する業務のほか、次の各号に掲げる業務を三菱信託銀行株式会

社に委託することができる。 
(１) 年金資産及び年金債務の将来予測（運用の基本方針の策定のために必要な年金資産

分析（リスク・リターン分析等）及び関連業務（最適資産構成に関する相談・助言

等）を含む。） 
(２) 年金財政に関するコンサルティング業務 
(３) 年金資産の運用に関するコンサルティング業務 

 



 

 

 
第８章  終了及び清算 

 
（制度の終了） 
第 49条 本制度は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合に終了する。 

(１) 事業主が、労働組合の同意を得て厚生労働大臣の終了の承認を受けたとき 
(２) 法第 86 条の規定により規約の承認の効力が失われたとき 
(３) 厚生労働大臣が規約の承認を取り消したとき 

 
（終了時の掛金の一括拠出） 

第 50条 本制度が終了する場合において、当該終了する日の積立金の額が、当該終了する

日を事業年度の末日とみなして算定した最低積立基準額を下回るときは、事業主は、当

該下回る額を、掛金として一括拠出するものとする。 
 
（支給義務の消滅） 
第 51条 事業主は、本制度が終了したときは、この制度の加入者であった者に係る給付の

支給に関する義務を免れる。ただし、終了した日までに支給すべきであった給付でまだ

支給していないものの支給に関する義務についてはこの限りでない。 
 
（清算人） 
第 52条 本制度が終了したときは、次の各号に定める者が清算人を選任するものとし、選

任後、事業主は、速やかにこの規約に定めるものとする。 
(１) 第 49条第 1 号又は第 2 号に該当したとき 

事業主である法人を代表する役員 
(２) 第 49条第 3 号に該当したとき 

厚生労働大臣 

 
（残余財産の分配） 
第 53条 本制度が終了した場合に、残余財産があるときは、清算人は、これを終了した日

において事業主が給付の支給に関する義務を負っていた者（以下「終了制度加入者等」

という。）に分配しなければならない。 
２ 前項の分配は、終了した日において算定した、各終了制度加入者等に係る最低積立基

準額に基づき行うものとし、その分配額は、残余財産の額に、次のアに掲げる額をイに

掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。 
ア 各々の終了制度加入者等の最低積立基準額 

イ すべての終了制度加入者等に係る最低積立基準額の総額 

３ 第 1 項の規定により残余財産を分配する場合においては、終了制度加入者等に、その

全額を支払うものとし、当該残余財産を事業主に引き渡してはならない。 

 



 

 

第８章の２ 年金通算 

 

（中途脱退者の選択） 

第 53 条の２ 本制度の事業主は、本制度の中途脱退者（第 22 条第 1 号に該当する者を

いう。以下同じ。）に対し、本制度の加入者の資格を喪失したときに、次の各号のいずれ

かを選択させ、その選択に従い、当該中途脱退者の脱退一時金の支給又は脱退一時金相

当額の移換を行う。 

 （１）速やかに脱退一時金を受給すること。 

（２）速やかに第 53 条の６の規定に基づき企業年金連合会（以下「連合会」という。）

への脱退一時金相当額の移換を行うこと。 

 （３）本制度の加入者の資格を喪失した日から１年を経過したときに第 53 条の６の規定

に基づき連合会への脱退一時金相当額の移換を行うこと。 

 （４）本制度の加入者の資格を喪失した日から１年を経過しても連合会へ脱退一時金相

当額の移換は行わないこと。（休職により加入者の資格を喪失した者に限り選択がで

きる。） 

２ 前項第３号又は第４号を選択した中途脱退者が、その加入者の資格を喪失した日から

１年を経過するまでの間に脱退一時金の受給又は脱退一時金相当額の他制度（他の確定

給付企業年金、厚生年金基金、確定拠出年金又は連合会をいう。以下同じ。）への移換を

申し出た場合には、同号の規定にかかわらず、本制度の事業主は当該申出に従い、脱退

一時金の支給又は脱退一時金相当額の他制度への移換を行う。 

３ 前項の脱退一時金相当額の他制度への移換については、次条から第 53条の６までのい

ずれかの規定に基づき行うものとする。 

 

（他の確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換） 

第 53条の３ 本制度の中途脱退者は、他の確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場

合であって、当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、本制度から脱退一時

金相当額の移換を受けることができる旨が定められているときは、本制度の事業主に当

該確定給付企業年金の資産管理運用機関等への脱退一時金相当額の移換を申し出ること

ができる。 

２ 本制度の事業主は、前項の申出があったときは、本制度の資産管理運用機関に申出が

あった旨を通知し、本制度の資産管理運用機関が、当該確定給付企業年金の資産管理運

用機関等に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。 

３ 第１項の申出は、本制度の中途脱退者が本制度の加入者の資格を喪失した日から起算

して１年を経過する日又は当該確定給付企業年金の加入者の資格を取得した日から起算

して３ヶ月を経過する日のいずれか早い日までの間に限って行うことができる。 

４ 本制度の事業主は、第２項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、当該中

途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。 

 

（厚生年金基金への脱退一時金相当額の移換） 



 

 

第 53条の４ 本制度の中途脱退者は、厚生年金基金の加入員の資格を取得した場合であっ

て、当該厚生年金基金の規約において、あらかじめ、本制度の事業主から脱退一時金相

当額の移換を受けることができる旨が定められているときは、本制度の事業主に当該厚

生年金基金への脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。 

２ 本制度の事業主は、前項の申出があったときは、本制度の資産管理運用機関に申出が

あった旨を通知し、本制度の資産管理運用機関が、当該厚生年金基金に当該申出に係る

脱退一時金相当額を移換するものとする。 

３ 第１項の申出は、本制度の中途脱退者が本制度の加入者の資格を喪失した日から起算

して１年を経過する日又は当該厚生年金基金の加入員の資格を取得した日から起算して

３ヶ月を経過する日のいずれか早い日までの間に限って行うことができる。 

４ 本制度の事業主は、第２項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、当該中

途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。 

 

（確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換） 

第 53条の５ 本制度の中途脱退者は、企業型年金加入者（確定拠出年金法（平成１３年法

律第８８号）第２条第８項に規定する企業型年金加入者をいう。）又は個人型年金加入者

（同法第２条第１０項に規定する個人型年金加入者をいう。）の資格を取得したときは、

本制度の事業主に当該企業型年金の資産管理機関又は同法第２条第５項に規定する連合

会（以下この条において「国民年金基金連合会」という。）への脱退一時金相当額の移換

を申し出ることができる。 

２ 本制度の事業主は、前項の申出があったときは、本制度の資産管理運用機関に申出が

あった旨を通知し、本制度の資産管理運用機関が、当該企業型年金の資産管理機関又は

国民年金基金連合会に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。 

３ 第１項の申出は、本制度の中途脱退者が本制度の加入者の資格を喪失した日から起算

して１年を経過する日又は当該企業型年金加入者若しくは個人型年金加入者の資格を取

得した日から起算して３ヶ月を経過する日のいずれか早い日までの間に限って行うこと

ができる。 

４ 本制度の事業主は、第２項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、当該中

途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。 

 

（企業年金連合会への脱退一時金相当額の移換） 

第 53条の６ 本制度の中途脱退者は、本制度の事業主に脱退一時金相当額の連合会への移

換を申し出ることができる。 

２ 本制度の事業主は、前項の申出があったときは、本制度の資産管理運用機関に申出が

あった旨を通知し、本制度の資産管理運用機関が、連合会に当該申出に係る脱退一時金

相当額を移換するものとする。 

３ 第１項の申出は、本制度の中途脱退者が本制度の加入者の資格を喪失した日から起算

して１年を経過する日までの間に限って行うことができる。 

４ 本制度の事業主は、第２項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、当該中



 

 

途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。 

 

（企業年金連合会への残余財産の移換） 

第 53 条の７ 本制度の終了制度加入者等は、清算人に連合会への残余財産（第 53 条の規

定により当該終了制度加入者等に分配すべき残余財産をいう。以下この条において同

じ。）の移換を申し出ることができる。 

２ 清算人は、前項の申出があったときは、本制度の資産管理運用機関に申出があった旨

を通知し、本制度の資産管理運用機関が、連合会に当該申出に係る残余財産を移換する

ものとする。 

３ 連合会が前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、第 53条第１項の規定の適

用については、当該残余財産は、当該終了制度加入者等に分配されたものとみなす。 

 

（加入者への説明） 

第 53条の８ 本制度の事業主は、社員が本制度の実施事業所に使用されるに至ったとき又

は加入者の資格を喪失したときは、第 53 条の２から前条までの規定に関し、企業年金等の

通算措置に係る事務取扱準則（平成１７年７月５日年企発第０７０５００１号）第２に基

づき、当該社員に対して説明しなければならない。



 

 

 
第９章  雑 則 

 
（事業年度） 
第 54条 本制度の事業年度は 4月１日に始まり、翌年 3月末日に終わる。 

 
（届出） 
第 55 条 受給権者が死亡したときは、戸籍法（昭和 22 年法律第 224 号）の規定による死

亡の届出義務者は、30日以内にその旨を事業主に届け出なければならない。 

２  年金給付の受給権者は、毎年 1 回生存に関する届書を事業主に提出しなければならな

い。 
 
（受給手続） 
第 56 条 本制度による給付を受ける者は、事業主に、第 10 条に定める書類のほか、次の

各号に定める書類を提出しなければならない。ただし、事業主が本制度の運営に支障を

及ぼさないと認めたときは、その一部の書類の提出を省略することができる。 
(１) 給付の受領方法についての届 
(２) 年金給付を受ける場合において自己の住所及び印鑑についての届 
(３) 所得税法（昭和 40 年法律第 33 号）及び地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）で定

める必要な申告書 

２ 前項による届出を行った事項について変更のあったときは、速やかに事業主に届出な

ければならない。 
 
（報告書の提出） 
第 57条  事業主は、毎事業年度終了後 4ヶ月以内に、事業及び決算に関する報告書を作成

し、厚生労働大臣に提出するものとする。 

２ 事業主は、前項の書類を実施事業所に備え付けて置くものとする。 

３ 加入者又は加入者であった者は、事業主に対し、前項の書類の閲覧を請求することが

できる。この場合において事業主は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではな

らない。 
 
（年金数理関係書類の年金数理人による確認） 
第 58条 事業主が厚生労働大臣あてに提出する規則第 116 条に規定する年金数理に関する

業務に係る書類については、当該書類が適正な年金数理に基づいて作成されていること

を年金数理人が確認し、署名押印したものでなければならない。 
 
（業務概況の周知） 
第 59条 事業主は、本制度の業務の概況について、毎事業年度 1回、次に掲げる事項を加

入者及び加入者であった者であって事業主が給付の支給に関する義務を負っているもの



 

 

に周知することとする。 
(１) 給付の種類ごとの標準的な給付の額及び給付の設計 

(２) 加入者の数及び給付の種類ごとの受給権者の数 

(３) 事業主が支給した給付の種類ごとの給付の額その他給付の支給の概況 
(４) 事業主が資産管理運用機関に納付した掛金の額、納付時期その他の掛金の状況 
(５) 積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額との比較その他積立金の積立ての

概況 
(６) 積立金の運用収益又は運用損失及び資産構成割合その他積立金の運用の概況 
(７) 基本方針の概要 
(８) その他本制度の事業に係る重要事項 

２ 事業主は、前項に掲げる周知事項を、実施事業所の見やすい場所に掲示し、又は見や

すい場所に備え付けるものとする。 
 

（実施事業所の減少に係る掛金の一括拠出） 

第 60 条  本制度の実施事業所が減少するときは、当該減少に係る事業所（以下「減少実施

事業所」という。）の事業主は、確定給付企業年金法施行規則第 88 条第１項に基づく額

として、次のイからニに掲げる額を合算した額を掛金として一括して拠出しなければな

らない。 

   イ 特別掛金額の予想額の現価 

   ロ 繰越不足金 
   ハ 純資産額が数理上資産額を下回っている場合に生じる不足金 
   ニ 財政運営上の不足金 
 

２  前項に掲げる額は、次の各号により計算される金額とする。                                                          
（１）前項イに掲げる額 

   減少実施事業所が減少する日（以下「減少日」という。）直前の財政決算日（ただ

し、減少日が直前の財政決算日から 4 月を経過していない場合は前々事業年度の財

政決算日とし、さらに、財政決算日以降に財政計算を行っている場合は当該財政計

算の計算基準日とする。以下「直前の財政決算日」という。）における減少実施事

業所の加入者に係る標準給与の 12 倍に、直前の財政決算日の特別掛金収入現価算

出に用いる特別掛金率と、減少日における残余償却年数に対応する別表第 9に定め

る年金現価率を乗じて得た金額。 

（２）前項ロに掲げる額 
直前の財政決算日の繰越不足金の額に、直前の財政決算日から減少日前月の末日

までの月数に対応する予定利率による付利率（以下「付利率」という。）と、直前の

財政決算日における標準給与の総額に対する減少実施事業所の加入者に係る標準給

与の割合（以下「標準給与割合」という。）を乗じて得た金額。 

（３）前項ハに掲げる額 

直前の財政決算日における数理上資産額から純資産額を控除した額に、付利率と、



 

 

標準給与割合を乗じて得た金額。ただし、当該金額が負の数となる場合は 0 とする。 
（４）前項ニに掲げる額 

減少実施事業所の加入者が受ける給付の現価から減少実施事業所の加入者に係る

数理債務を控除して得た金額。ただし、当該金額が負の数となる場合は 0 とする。 

３  前２項に定める掛金は全額事業主が負担する。 
 

（分割時又は権利義務移転時の資産分割） 

第 60 条の 2 事業主が、次の各号に掲げる分割又は権利義務の移転（以下この条において

「権利義務移転等」という。）のいずれかを行う場合にあっては、本制度の資産管理運用

機関は、本制度の積立金のうち、権利義務移転等を行う者に係る積立金の額を移換する

ものとする。 

（１）法第７５条に規定する規約型企業年金の分割 

（２）法第７９条第１項に規定する他の確定給付企業年金への権利義務移転（同項に規

定する政令で定める場合を除く。） 

（３）法第１０７条第１項に規定する厚生年金基金への権利義務移転（同項に規定する

政令で定める場合を除く。） 

２ 前項の権利義務移転等を行う者に係る積立金の額は、次の各号に規定する方法のうち、

権利義務移転等を行うときに事業主が選択したいずれかの方法による額とする。 

（１）規則第８７条の２第１項第１号による方法 

（２）規則第８７条の２第１項第２号による方法 

３ 前項第１号による方法の額は、権利義務移転等の日の前日における積立金の額に、第

１号に掲げる額を第２号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。 

（１）権利義務移転等の日の前日、直近の財政計算の計算基準日、その前の財政計算の

計算基準日又は権利義務移転等を行う日が属する事業年度の前事業年度末日のうち、

権利義務移転等を行うときに事業主が選択したいずれかの日（以下この条において

「基準日」という。）における、権利義務移転等に係る者の移換額算定基礎額（規則

第８７条の２第１項第１号イからニまでのうち、権利義務移転等を行うときに事業

主が選択したいずれかの額をいう。以下この条において同じ。） 

（２）基準日における、本制度の移換額算定基礎額 

４ 第２項第２号による方法の額は、移換額算定基礎額に基づき、次の各号に掲げる場合

の区分に応じて、当該各号に定める額とする。 

（１）権利義務移転等の日の前日における積立金の額が、基準日における本制度の移換

額算定基礎額を上回る場合 

 権利義務移転等の日の前日における積立金の額に、次のイに掲げる額をロに掲げ

る額で除して得た率を乗じて得た額 

イ 基準日における、権利義務移転等に係る者の移換額算定基礎額 

ロ 基準日における、本制度の移換額算定基礎額 

（２）権利義務移転等の日の前日における積立金の額が、基準日における本制度の移換

額算定基礎額以下の場合 



 

 

 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じて、当該イ及びロを合算した額 

イ 基準日における受給権者及び加入者期間が１５年以上である加入者であった者

（以下この号において「受給権者等」という。） 

 基準日における権利義務移転等に係る受給権者等の移換額算定基礎額。ただし、

基準日における本制度の受給権者等の移換額算定基礎額が、権利義務移転等の日

の前日における積立金の額を上回っている場合にあっては、当該積立金の額に、

次の（イ）に掲げる額を（ロ）に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。 

（イ）基準日における、権利義務移転等に係る受給権者等の移換額算定基礎額 

（ロ）基準日における、本制度の受給権者等の移換額算定基礎額 

ロ 基準日における加入者（受給権者等を除く。以下ロにおいて同じ。） 

権利義務移転等の日の前日における積立金の額から、本号イ（ロ）に定める額を

控除して得た額に、次の（イ）に掲げる額を（ロ）に掲げる額で除して得た率を

乗じて得た額 

（イ）基準日における、権利義務移転等に係る加入者の移換額算定基礎額 

（ロ）基準日における、本制度の加入者の移換額算定基礎額 

 

（事務の取りまとめ） 

第 61条 本制度の実施事業所の事業主が行うべき本制度に係る事務のうち、次の各号に掲

げるものについては、日立オートモティブシステムズ株式会社厚木事業所の事業主が取

り扱うものとする。  

(１) 資産管理運用機関及び業務委託会社との間の各種事務手続についての取りまとめ 

(２) 資産管理運用機関及び業務委託会社からの報告事項について報告を受けること 

(３) 厚生労働大臣又は地方厚生局長への承認の申請及び届出の取りまとめ 

２ 日立オートモティブシステムズ株式会社厚木事業所の事業主は、前項各号に規定する

業務を行った場合は、他の事業主にその旨及びその内容を通知するものとする。 

 

（法令の適用） 

第 62条 この規約に特別の規定があるものを除くほか、この規約の実施のための手続きそ

の他の執行については、法、令及び規則並びに関係法令及び通知の規定するところによ

る。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

附  則 
 
（施行日） 
第 1 条 この規約は、平成 16年 5月 1日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 

（加入者及び加入者期間に係る経過措置） 
第 2 条 施行日において第 3 条に規定する加入者の資格を有する者は、第 4 条の規定にか

かわらず、施行日に本制度の加入者の資格を取得する。 

２ 前項の規定により加入者となった者については、実施事業所の社員となった日から施

行日前日までの期間を第 6 条に定める加入者期間に合算する。 

３ 前項の規定にかかわらず、平成 15 年 5 月 1 日、平成 17 年 7 月 1 日、平成 17 年 9月 1

日、平成 18年 4月 1 日、平成 18年 8月 1 日、平成 19年 9月 1日付でボッシュ株式会社

（東京都渋谷区渋谷 3-6-7）（以下「RBJP社」という。尚、旧社名は「株式会社ボッシュ

オ－トモティブシステム」）からユニシアジェーケーシーステアリングシステム株式会社

（以下「UJKC社」という。）に転籍した者（以下「RBJP社からの転籍者」という。）につ

いては、RBJP 社の社員となった日から本制度の加入者となった日の前日までの期間を第

6 条に定める加入者期間に合算する。 

 

（厚生年金基金からの移行） 

第 3 条  事業主は、法第 111 条第 2 項の規定に基づき、日立ユニシアオートモティブ厚生

年金基金（以下「旧基金」という。）に係る同条第１項に規定する権利義務を承継する。 

２ 前項の規定により、事業主が権利義務を承継する場合においては、旧基金から本制度

の資産管理運用機関に年金給付等積立金（厚年法第 130 条の 2 第 2 項に規定する年金給

付等積立金であって、未支給給付及び法第 113 条第 1 項の規定により政府が徴収するこ

ととなる同項に規定する責任準備金に相当する部分を除く。）及び厚年法第 147 条第 4項

に規定する残余財産を移換する。 

３ 施行日の前日において、旧基金の受給権を取得している者及び施行日において旧基金

の基本年金額に相当する部分の支給開始年齢に達していない者は、支給に関する権利義

務が承継された給付について、本制度の受給権者とする。 

４ 第 1 項の規定により給付の支給に関する権利義務を承継した旧基金の加入員（以下「承

継加入者」という。）であって、施行日において本制度の加入者に該当しない者は、施行

日において本制度の加入者の資格を喪失する。 

 

（施行日に加入者の資格を喪失した旧基金の加入員に係る経過措置） 

第 4 条 60 歳未満の承継加入者のうち、前条第 4 項の規定により施行日に本制度の加入者

の資格を喪失する者に係る旧基金の規約（以下「旧規約」という。）の基本年金額に相当

する部分の給付については、次項から第 10項に定めるところにより行う。 

２ 当該者が 60 歳に達した月の翌月から、年金を 5 年間支給することとし、当該者に支給

する年金額は、当該者が旧基金の加入員であった期間に応じ、次の各号の規定により算定



 

 

される額を合算した額に 2.637 を乗じて得た額とする。 

 (１) 平成 11年 3月末日以前の期間 

    当該者が旧基金の加入員であった当該期間の平均標準報酬月額に、当該者の旧基

金の加入員であった当該期間の月数及び 1000分の 3 を乗じて得た額 

 (２) 平成 11年 4月 1日以後平成 15 年 7 月末日以前の期間 

    当該者が旧基金の加入員であった当該期間の平均標準報酬月額に、当該者の旧基

金の加入員であった当該期間の月数及び 1000分の 2 を乗じて得た額 

 (３) 平成 15年 8月 1日以後施行日前日の期間 

    当該者が旧基金の加入員であった当該期間の平均標準報酬月額に、当該者の旧基

金の加入員であった当該期間の月数及び 1000分の 0.1 を乗じて得た額 

３  第 1 項に規定する者が加入者の資格を喪失したときは、加入者の資格を喪失したとき

に脱退一時金を支給することとし、当該一時金給付の額は、前項の規定により算定される

額に加入者の資格を喪失したときの年齢に応じて附則別表第 1 に定める率を乗じて得た

額とする。 

４ 前項に掲げる脱退一時金の受給権者は、その者が 60 歳に達するまでの間、脱退一時金

の支給の繰下げの申出をすることができる。 

５ 前項の規定により脱退一時金の支給を繰り下げている者は、繰下げ期間中に、脱退一

時金の支給を申し出ることができ、この場合の一時金の額は、第 3 項の規定により計算

される額に繰下げ期間（施行日から脱退一時金の支給を申し出たとき又は死亡したとき

までの期間をいう。）に応じて別表第 7 に定める率を乗じて得た額とする。 

６ 第 4 項の規定により脱退一時金の支給の繰下げを申し出た者は、60 歳に達したときに

第 2 項に規定する年金の受給権を取得し、当該脱退一時金の受給権は消滅する。 

７ 年金の受給権を取得した者が、60歳到達後に第 20条第 1 項各号に掲げる事由に該当し

て申し出た場合にあっては、第 2 項に定める年金給付に代えて、同項の規定により計算

される年金額に 5 年から既に年金給付の支給を受けた年月数を控除した期間（以下「残

余期間」という。）に応じて別表第 3に定める率を乗じて得た額を一時金として支給する。 

８ 第 2 項に掲げる年金を受給中の者が死亡したときは、その者の遺族に対して、当該死

亡した者が支給を受けていた年金額に、残余期間に応じて別表第 3に定める率を乗じて得

た額を一時金として支給する。 

９  第 4 項に掲げる脱退一時金の支給の繰り下げを申し出ている者が死亡したときは、そ

の者の遺族に対し第 5 項に規定する額を一時金として支給する。 

１０ 附則第 3条第 1 項の規定にかかわらず、第 1項に規定する者に係る給付のうち旧規約

の基本年金額に相当する部分の給付については、前各項の給付を除き支給しない。 

（施行日に加入者の資格を喪失した 60歳以上の旧基金の加入員に係る経過措置） 
第 5 条 60 歳以上の承継加入者のうち、附則第 3 条第 4 項の規程により施行日に本制度の

加入者の資格を喪失する者に係る旧規約の基本年金額に相当する部分の給付については、

次の各号に定める額を合算した額を支給する。 

（１）旧規約に基づく 60歳以前の裁定済みの期間に係る給付 

    旧規約に基づき既に裁定され現に支給を受けている額から 60歳到達以前の旧基金 



 

 

の加入員であった当該期間の平均標準報酬月額の 1,000分の 7.125（附則別表第 2の 

   左欄に掲げる者については、同表の右欄のように読み替える。）に相当する額に 60

歳到達以前の旧基金の加入員であった当該期間の月数を乗じて得た額を控除して得

た額 

（２）60歳到達後から施行日前日までの期間に係る給付 

 60歳到達後の期間に関し旧規約に基づき支給される額から60歳到達後の旧基金の

加入員であった当該期間の平均標準報酬月額の 1,000分の 7.125（附則別表第 2 の左

欄に掲げる者については､同表の右欄のように読み替える。）に相当する額に 60 歳到

達後の旧基金の加入員であった当該期間の月数を乗じて得た額を控除して得た額 

２ 前項に規定する者が申し出たときは、前項の規定にかかわらず、前項第２号に相当す

る額に代えて年金を 5 年間支給することとし、当該者に支給する年金額は､同項同号の規

定により計算される額に 2.637 を乗じて得た額とする。 

３ 前項に定める年金の支給を申し出た者が、第 20 条第 1項各号に揚げる事由に該当して

申し出た場合にあっては、前項に定める年金給付に代えて、同項の規定により計算され

る年金額に残余期間に応じて別表第 3 に定める率を乗じて得た額を一時金として支給す

る。 

４ 第 2 項に揚げる年金を受給中の者が死亡したときは、その者の遺族に対して、当該死

亡した者が支給を受けていた年金額に､残余期間に応じて別表第3に定める率を乗じて得

た額を一時金として支給する。 

５ 附則第 3 条第 1 項の規定にかかわらず、第 1 項に規定する者に係る給付のうち旧規約

の基本金額に相当する部分の給付については、前各項の給付を除き支給しない。 

 

（承継受給待期者に係る経過措置） 

第6条 附則第 3 条の規定に基づき、旧基金の権利義務を承継した場合において、当該権利 

義務を承継した旧基金の受給待期者（施行日の前日において旧基金の加入員である受給

待期者を除き、以下「承継受給待期者」という。）が、60歳に達するまでに申し出た場合

にあっては、当該権利義務を承継した給付であって旧規約の基本年金額に相当する年金

給付のうち、次に定める基本上乗せ年金相当額に相当する額に代えて、次の規定により

計算される額を 60歳に達した月の翌月から 5年間年金として支給する。 

  旧規約に基づき計算された基本年金額に相当する額から、旧基金が厚年法附則第 30条

第 1 項の認可を受けた日前の旧基金の加入員であった全期間の平均標準報酬月額の 1,000

分の 7.125（附則別表第 2の左欄に掲げる者については、同表の右欄のように読み替える。）

に相当する額に旧基金が同条同項の認可を受けた日前の旧基金の加入員であった期間の月

数を乗じて得た額を控除して得た額（以下「基本上乗せ年金相当額」という。）にその者の

生年月日に応じて附則別表第 3に定める率を乗じて得た額 

２ 前項に定める承継受給待期者が 60 歳に達する前に申し出た場合又は死亡した場合にあ

っては、前項の規定により計算される年金額に、申し出たとき又は死亡したときの年齢

に応じて附則別表第 1 に定める率を乗じて得た額を一時金としてその者又はその者の遺

族に給付する。 



 

 

３ 第 1項に定める承継受給待期者が 60 歳に達して裁定を受けるときに申し出をした場合

又は当該年金給付の支給開始後死亡した場合は、第 1 項により計算される年金額に残余期

間に応じて別表第 3 に定める率を乗じて得た額を一時金としてその者又はその者の遺族

に給付する。 

 

（承継加入者に係る第 2標準年金額に関する経過措置） 

第 7 条 承継加入者に係る第 2 標準年金額は、第 11 条第 1 項第 2 号の規定にかかわらず、

旧基金の加入員であった期間に応じ、次の各号の規定により算定される額を合算した額と

する。 
 (１) 平成 11年 3月末日以前の期間 

    同条同項同号中、「加入者の資格を取得した日の属する月から資格を喪失した日

の属する月の前月までの期間」及び「加入者期間」とあるのは「平成 11 年 3 月末日

以前の旧基金の加入員であった期間」と、「1000分の 0.1」とあるのは「1000分の 3」

と読み替え、同条同項同号の規定により算定される額 

（２）平成 11年 4月 1日以後平成 15 年 7 月末日以前までの期間 

    同条同項同号中、「加入者の資格を取得した日の属する月から資格を喪失した日

の属する月の前月までの期間」及び「加入者期間」とあるのは「平成 11 年 4 月 1 日

以後平成 15 年 7 月末日以前に旧基金の加入員であった期間」と、「1000分の 0.1」と

あるのは「1000分の 2」と読み替え、同条同項同号の規定により算定される額 

（３）平成 15年 8月 1日以後の期間 

    同条同項同号中、「加入者の資格を取得した日の属する月から資格を喪失した日

の属する月の前月までの期間」及び「加入者期間」とあるのは「平成 15 年 8月 1 日

以後施行日前日までの旧基金の加入員であった期間と施行日以後の加入者期間を合

算した期間」と読み替え、同条同項同号の規定により算定される額 

 

（RBJP社からの転籍者の給付に関する経過措置） 
第 8条 附則第 2 条第 3 項に規定する RBJP社からの転籍者のうち RBJP社の退職慰労金規

定（転籍時において効力を有する退職慰労金規定をいう。以下同じ。）により転籍時に給

付を受けた者に係る第 11条第 1項第 1 号に規定する第 1標準年金額、第 23条第 2項に規

定する第 1 脱退一時金の額及び第 29条第 2項に規定する額（以下「第 1 遺族給付金」と

いう。）に相当する額は、当該規定にかかわらず、次の各号に定める額とする。 

 (１) 第 1標準年金額 

次のアの規定により計算される額から、イに掲げる額を控除した額（ただし、当

該額が負値となる場合は 0 とする。次号及び第 3 号において同じ。）を 14.4183（利

率 3.5％、20 年確定年金現価率）で除して得た額 

ア 第 11 条第 1 項第 1 号の規定により算定される額に 14.4183 を乗じて得た一時金

相当額 

イ 当該転籍者が RBJP 社の退職慰労金規定により転籍時に給付を受けた一時金の額

（以下「転籍時給付額」という。） 



 

 

 (２) 脱退一時金のうち第 1 脱退一時金の額 

次のアの規定により計算される額から、イに掲げる額を控除して得た額 

ア 第 23 条第 2 項の規定により算定される額 

イ 転籍時給付額 

(３) 遺族給付金のうち第 1 遺族給付金の額 

次のアの規定により計算される額から、イに掲げる額を控除して得た額 

ア 第 29条第 2 項の規定により算定される額 

イ 転籍時給付額 

 
 

附 則 
 

（施行期日） 
第 1 条 この規約は、承認の日から施行し、平成 17 年 4 月 1 日から適用する。 

 
（加入者期間に関する経過措置） 

第 2 条 平成 17 年 4 月 1日に株式会社ユニシアコンピューター（住所：神奈川県厚木市恩

名 1370 番地、以下「転籍元会社」という。）から株式会社日立製作所オ－トモティブシ

ステムグル－プ厚木事業所に転籍し本制度の加入者となった者に係る加入者期間は、第 6

条の規定にかかわらず、転籍元会社において使用されていた期間（尚、就業規則第 48条

に定める休職期間を除く。）を加入者期間に通算する。 
 
 

附  則 
 

（施行期日） 
第 1 条 この規約は、承認の日から施行し、平成 17 年 4 月 30 日から適用する。 

 
（掛金の一括拠出に関する経過措置） 

第 2 条 第 60 条の規定にかかわらず、平成 17 年 4月 30 日（以下「制度変更日」という。）

に株式会社ユニシアいわき（住所：福島県いわき市泉町下川字大剣 399-1、以下「脱退事

業所」という。）が解散したことに伴い、脱退事業所は、確定給付企業年金法施行規則第

88 条第 1 項に基づく額として、次に掲げる算式により計算される特別掛金額の予想額の

現価の合計額を一括して拠出する。 

 

（制度変更日前日における脱退事業所の加入者のうちこの制度の脱退者に係る平成 17

年 3 月末日現在の第 1 標準給与の額）×12ヶ月×1.770/1,000×（制度変更日における

残余償却年数に対応する別表第 9 に定める年金現価率）×脱退者に係る脱退事業所に

おける加入者期間/脱退者に係るこの制度の実施事業所における加入者期間の合計 



 

 

附  則 

RBJP社からの転籍者受入に伴う附則の変更 

 

 （施行期日） 

この規約は、承認の日から施行し、平成１７年７月１日から適用する。 

 
 

附  則 

RBJP社からの転籍者受入に伴う附則の変更 

 

 （施行期日） 

この規約は、認可の日から施行し、平成１７年９月１日から適用する。 

 

 

附  則 

代表事業所及び実施事業所の住所番地変更に伴う変更 

 

 （施行期日） 

この規約は、届出日から施行し、平成１７年１１月１４日から適用する。 

 
 

附  則 

国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う変更 

 

 （施行期日） 

第１条 この規約は、承認の日から施行し、平成１７年１０月１日から適用する。 

 

 （厚生年金基金の権利義務を承継した中途脱退者に関する経過措置） 

第２条 この規約による変更前の株式会社日立製作所オ－トモティブシステムグル－プ厚

木事業所企業年金規約附則第 9条第１項に規定する者に係る脱退一時金相当額の交付（た

だし、平成１８年２月前までに当該交付が行われる場合に限る。）については、なお従前

の例による。 

 

 

附  則 

標準掛金及び特別掛金率に関する規約の変更 

 

 （施行期日） 

この規約は、承認の日から施行し、平成１８年４月１日から適用する。 



 

 

附  則 

RBJP社からの転籍者受入に伴う附則の変更 

 

 （施行期日） 

この規約は、承認の日から施行し、平成１８年４月１日から適用する。 

 
 

附  則 

標準掛金及び特別掛金率に関する規約の変更 

 

 （施行期日） 

この規約は、承認の日から施行し、平成２１年４月１日から適用する。 

 
 

附  則 

分割時又は権利義務移転時の資産分割に関する規約の追加 

 

 （施行期日） 

この規約は、承認の日から施行し、平成２１年４月１日から適用する。 

 
 

附  則 

事業主及び実施事業所の名称変更に伴う変更 

 

 （施行期日） 

この規約は、承認の日から施行し、平成２１年７月１日から適用する。 

 
 

附  則 

標準掛金及び特別掛金率に関する規約の変更 

 

 （施行期日） 

第 1 条 この規約は、届出日から施行し、平成２２年４月１日から適用する。 

 
第 2 条 平成 22 年 3 月以前の月に係る掛金（掛金率及び負担割合）については、なお従前

の例による。 

 
 
 



 

 

附  則 

実施事業所の住所変更に伴う変更 

 

 （施行期日） 

この規約は、届出日から施行し、平成２２年４月１日から適用する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

別表第１ 
（第１表） 

年金支給率表 

（５０歳以上で加入者の資格を喪失したとき） 
加入者期間 支給率 加入者期間 支給率 

０年 0.0000 ２１年 7.1091 

１ 0.1041 ２２ 7.5252 

２ 0.2775 ２３ 7.9413 

３ 0.4509 ２４ 8.3575 

４ 0.6589 ２５ 8.7389 

５ 0.8670 ２６ 9.1898 

６ 1.0751 ２７ 9.6406 

７ 1.3525 ２８ 10.1607 

８ 1.6299 ２９ 10.7156 

９ 1.9073 ３０ 11.3051 

１０ 2.2195 ３１ 11.6172 

１１ 2.5316 ３２ 11.9293 

１２ 2.8437 ３３ 12.2414 

１３ 3.2251 ３４ 12.5535 

１４ 3.8493 ３５ 12.8656 

１５ 4.3001 ３６ 13.1777 

１６ 4.751 ３７ 13.4899 

１７ 5.2711 ３８ 13.802 

１８ 5.7219 ３９ 14.1141 

１９ 6.1381   ４０年以上 14.4262 

２０ 6.6929   

（注）・期間に１年未満の端数が生じた場合は次式による。 
    １年未満の端数を切り捨てた年数に応じた支給率･･･Ａ 
    １年未満の端数を切り上げた年数に応じた支給率･･･Ｂ 
 
    支給率＝Ａ＋（Ｂ－Ａ）×            （少数点以下第５位四捨五入） 
 

・別表第１（第１表）における加入者期間は、５５歳未満までの期間と

し、別表第１（第２表）における加入者期間は、５５歳以上の期間と

する。 

 端数月数 
   １２ 



 

 

別表第１ 
（第２表） 

年金支給率表 

 
（５０歳以上で加入者の資格を喪失したとき） 

加入者期間 支 給 率 
    ０年 0.0000 

    １ 0.3122 

    ２ 0.6243 

    ３ 0.9364 

    ４ 1.2485 

    ５ 1.5606 

       （注）期間に１年未満の端数が生じた場合は次式による。 
       １年未満の端数を切り捨てた年数に応じた支給率･･･Ａ 
       １年未満の端数を切り上げた年数に応じた支給率･･･Ｂ 
 
    支給率＝Ａ＋（Ｂ－Ａ）×          （小数点以下第５位四捨五入） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 端数月数 
   １２ 



 

 

別表第１ 
（第３表） 

年金支給率表 

（５０歳未満で加入者の資格を喪失したとき） 

加入者期間 

支  給  率 

加入者期間 

支  給  率 

定年等 

（社員退職手当

規程第２条第１

号又は第３号か

ら第５号までに

該当する場合） 

自己都合等 

（社員退職手

当規程第２条

第６号から第

９号までに該

当する場合） 

定年等 

（社員退職手

当規程第２条

第１号又は第

３号から第５

号までに該当

する場合） 

自己都合等 

（社員退職手当

規程第２条第６

号から第９号ま

でに該当する場

合） 

０ 
0.0000 0.0000 

１８ 
5.7219 2.6703 

１ 
0.1041 0.0007 

１９ 
6.1381 3.0517 

２ 
0.2775 0.0007 

２０ 
6.6929 3.3985 

３ 
0.4509 0.1734 

２１ 
7.1091 3.7453 

４ 
0.6589 0.2428 

２２ 
7.5252 4.0574 

５ 
0.8670 0.3122 

２３ 
7.9413 4.3695 

６ 
1.0751 0.4162 

２４ 
8.3575 4.8203 

７ 
1.3525 0.5202 

２５ 
8.7389 5.2711 

８ 
1.6299 0.6243 

２６ 
9.1898 5.7219 

９ 
1.9073 0.7283 

２７ 
9.6406 6.2421 

１０ 
2.2195 0.8670 

２８ 
10.1607 6.9010 

１１ 
2.5316 1.0057 

２９ 
10.7156 7.6292 

１２ 
2.8437 1.1444 

３０ 
11.3051 8.4615 

１３ 
3.2251 1.3178 

３１ 
11.6172 8.7736 

１４ 
3.8493 1.5259 

３２ 
11.9293 9.0857 

１５ 
4.3001 1.7686 

３３ 
12.2414 9.3978 

１６ 
4.7510 2.0114 

３４ 
12.5535 9.7099 

１７ 
5.2711 2.3235 

３５年以上 
12.8656 10.0220 

    （注）期間に１年未満の端数が生じた場合は次式による。 
    １年未満の端数を切り捨てた年数に応じた支給率･･･Ａ 
    １年未満の端数を切り上げた年数に応じた支給率･･･Ｂ 
 
     支給率＝Ａ＋（Ｂ－Ａ）×           （小数点以下第５位四捨五入）  端数月数 

   １２ 



 

 

別表第２ 
据置率表 

 
加入者の資格を喪

失したときの年齢 率 加入者の資格を喪

失したときの年齢 率 

 ３０歳 2.8068    ４６歳 1.6187 

３１ 2.7119    ４７ 1.5640 

３２ 2.6202    ４８ 1.5111 

３３ 2.5316    ４９ 1.4600 

３４ 2.4460    ５０ 1.4106 

３５ 2.3632    ５１ 1.3629 

３６ 2.2833    ５２ 1.3168 

３７ 2.2061    ５３ 1.2723 

３８ 2.1315    ５４ 1.2293 

３９ 2.0594    ５５ 1.1877 

４０ 1.9898    ５６ 1.1475 

４１ 1.9225    ５７ 1.1087 

４２ 1.8575    ５８ 1.0712 

４３ 1.7947    ５９ 1.0350 

４４ 1.7340    ６０歳以上 1.0000 

４５ 1.6753   
（注）年齢に１歳未満（月単位）の端数を生じた場合の支給率は、次による。 
    １歳未満の端数を切り捨てた年齢に応じた率･･･Ａ 
    １歳未満の端数を切り上げた年齢に応じた率･･･Ｂ 
 
    率＝Ａ＋（Ｂ－Ａ）×           （小数点以下第５位四捨五入） 
 

 端数月数 
   １２ 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

別表第４ 
（第１表） 

一時金支給率表 

 

（在職中死亡及び５０歳以上で加入者の資格を喪失したとき） 

加入者期間 

支  給  率 

加入者期間 

支  給  率 
社員退職手当

規程第２条第

２号中自己の

意志に基づく

場合 

左記以外 
の場合 

社員退職手当

規程第２条第

２号中自己の

意志に基づく

場合 

左記以外 
の場合 

  ０年     ０  ０ ２１ ５４.０ １０２.５ 
１  ０．０１   １.５ ２２ ５８.５ １０８.５ 
２  ０．０１   ４.０ ２３ ６３.０ １１４.５ 
３    ２.５   ６.５ ２４ ６９.５ １２０.５ 
４    ３.５   ９.５ ２５ ７６.０ １２６.０ 
５    ４.５  １２.５ ２６   ８２.５ １３２.５ 
６    ６.０  １５.５ ２７   ９０.０ １３９.０ 
７    ７.５  １９.５ ２８   ９９.５ １４６.５ 
８    ９.０  ２３.５ ２９ １１０.０ １５４.５ 

   ９ １０.５  ２７.５ ３０ １２２.０ １６３.０ 
１０ １２.５  ３２.０ ３１ １２６.５ １６７.５ 
１１ １４.５  ３６.５ ３２ １３１.０ １７２.０ 
１２ １６.５  ４１.０ ３３ １３５.５ １７６.５ 
１３ １９.０  ４６.５ ３４ １４０.０ １８１.０ 
１４ ２２.０  ５５.５ ３５ １４４.５ １８５.５ 
１５ ２５.５  ６２.０ ３６ １４９.０ １９０.０ 
１６ ２９.０  ６８.５ ３７ １５３.５ １９４.５ 
１７ ３３.５  ７６.０ ３８ １５８.０ １９９.０ 
１８ ３８.５  ８２.５ ３９ １６２.５ ２０３.５ 
１９ ４４.０  ８８.５ ４０年 

以上 
１６７.０ ２０８.０ 

２０ ４９.０  ９６.５ 
   （注）・期間に１年未満の端数が生じた場合は次式による。 
       １年未満の端数を切り捨てた年数に応じた支給率･･･Ａ 
       １年未満の端数を切り上げた年数に応じた支給率･･･Ｂ 
 
     支給率＝Ａ＋（Ｂ－Ａ）×           （小数点以下第３位四捨五入） 

・別表第４（第１表）における加入者期間は、５５歳未満までの期間と

し、別表第４（第２表）における加入者期間は、５５歳以上の期間と

する。 

端数月数 
  １２ 



 

 

別表第４ 
（第２表） 

一時金支給率表 

 
（在職中死亡及び５０歳以上で加入者の資格を喪失したとき） 

加入者期間 支給率 

 ０年  ０.０ 
１  ４.５ 
２  ９.０ 
３ １３.５ 
４ １８.０ 
５ ２２.５ 

（注）期間に１年未満の端数が生じた場合は次式による。 
    １年未満の端数を切り捨てた年数に応じた支給率･･･Ａ 
    １年未満の端数を切り上げた年数に応じた支給率･･･Ｂ 
 
  支給率＝Ａ＋（Ｂ－Ａ）×          （小数点以下第３位四捨五入） 

端数月数 
  １２ 



 

 

別表第４ 
（第３表） 

一時金支給率表 
 

（５０歳未満で加入者の資格を喪失したとき） 

加入者期間 

支  給  率 

加入者期間 

支  給  率 
自己都合等 

（社員退職手

当規程第２条

第６号から第

９号までに該

当する場合） 

定年等 

（社員退職手

当規程第２条

第１号又は第

３号から第５

号までに該当

する場合） 

自己都合等 

（社員退職手

当規程第２条

第６号から第

９号までに該

当する場合） 

定年等 

（社員退職手

当規程第２条

第１号又は第

３号から第５

号までに該当

する場合） 

  ０年 ０   ０ ２１ ５４.０ １０２.５ 
 １ ０．０１ １.５ ２２ ５８.５ １０８.５ 
 ２ ０．０１ ４.０ ２３ ６３.０ １１４.５ 
 ３  ２.５ ６.５ ２４ ６９.５ １２０.５ 
 ４  ３.５ ９.５ ２５ ７６.０ １２６.０ 
 ５  ４.５ １２.５ ２６ ８２.５ １３２.５ 
 ６  ６.０ １５.５ ２７ ９０.０ １３９.０ 
 ７  ７.５ １９.５ ２８ ９９.５ １４６.５ 
 ８  ９.０ ２３.５ ２９ １１０.０ １５４.５ 
 ９ １０.５ ２７.５ ３０ １２２.０ １６３.０ 
１０ １２.５ ３２.０ ３１ １２６.５ １６７.５ 
１１ １４.５ ３６.５ ３２ １３１.０ １７２.０ 
１２ １６.５ ４１.０ ３３ １３５.５ １７６.５ 
１３ １９.０ ４６.５ ３４ １４０.０ １８１.０ 
１４ ２２.０ ５５.５ ３５ １４４.５ １８５.５ 
１５ ２５.５ ６２.０ ３６ １４９.０ １９０.０ 
１６ ２９.０ ６８.５ ３７ １５３.５ １９４.５ 
１７ ３３.５ ７６.０ ３８ １５８.０ １９９.０ 
１８ ３８.５ ８２.５ ３９ １６２.５ ２０３.５ 
１９ ４４.０ ８８.５ ４０年以上 １６７.０ ２０８.０ 
２０ ４９.０ ９６.５ 

（注）期間に１年未満の端数が生じた場合は次式による。 
    １年未満の端数を切り捨てた年数に応じた支給率･･･Ａ 
    １年未満の端数を切り上げた年数に応じた支給率･･･Ｂ 
 
    支給率＝Ａ＋（Ｂ－Ａ）×          （小数点以下第３位四捨五入） 

端数月数 
  １２ 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

別表第６ 
一時金乗率表 

 
加入者の資格喪失

時の年齢 率 加入者の資格喪失

時の年齢 率 

 ３０歳 5.1369    ４６歳 8.9073 

３１ 5.3166    ４７ 9.2188 

３２ 5.5027    ４８ 9.5415 

３３ 5.6953    ４９ 9.8755 

３４ 5.8946    ５０ 10.2213 

３５ 6.1011    ５１ 10.5791 

３６ 6.3146    ５２ 10.9494 

３７ 6.5356    ５３ 11.3324 

３８ 6.7643    ５４ 11.7288 

３９ 7.0012    ５５ 12.1396 

４０ 7.2461    ５６ 12.5649 

４１ 7.4997    ５７ 13.0046 

４２ 7.7622    ５８ 13.4599 

４３ 8.0338    ５９ 13.9307 

４４ 8.3150    ６０歳以上 14.4183 

４５ 8.6063   
（注）年齢に１歳未満（月単位）の端数を生じた場合の支給率は、次による。 
    １歳未満の端数を切り捨てた年齢に応じた率･･･Ａ 
    １歳未満の端数を切り上げた年齢に応じた率･･･Ｂ 
 
    率＝Ａ＋（Ｂ－Ａ）×          （小数点以下第５位四捨五入） 
 

 端数月数 
   １２ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

別表第８ 
 

運用受託機関の名称及び住所 

 

名  称 住  所 

（年金信託契約） 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

 

 

 

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

 

 

（生命保険契約） 

  

 

  

  

（投資一任契約） 

 

 

 

 

（年金特定信託契約） 

 

 

 

 

 



 

 

別表第９ 

 

 残余償却年数別年金現価率表 

 

残余償却年数 率 
０ ０．０００００ 
１ ０．９８３０９ 
２ １．９３２９４ 
３ ２．８５０６７ 
４ ３．７３７３６ 
５ ４．５９４０７ 
６ ５．４２１８０ 
７ ６．２２１５５ 
８ ６．９９４２５ 
９ ７．７４０８２ 
10 ８．４６２１５ 
11 ９．１５９０８ 
12 ９．８３２４４ 
13 １０．４８３０４ 
14 １１．１１１６３ 
15 １１．７１８９７ 
16 １２．３０５７６ 
17 １２．８７２７２ 
18 １３．４２０５０ 
19 １３．９４９７６ 
20 １４．４６１１２ 

                                                                         
    （注）年数に１年未満の端数を生じた場合の率は次式による。 

      １年未満の端数を切り捨てた年数に応じた率……Ａ 

      １年未満の端数を切り上げた年数に応じた率……Ｂ 

  

       支給率＝Ａ＋（Ｂ－Ａ）×         （小数点以下第 6 位四捨

五入） 

 

 

 端数月数 
   １２ 



 

 

附則別表第１ 
 

年齢別支給率表 
 

年齢 支給率 年齢 支給率 

15歳 

16 

17 

0.9741 

1.0082 

1.0435 

38 

39 

40 

2.1489 

2.2241 

2.3020 

18 1.0800 41 2.3826 

19 1.1178 42 2.4659 

20 1.1569 43 2.5522 

21 1.1974 44 2.6416 

22 1.2393 45 2.7340 

23 1.2827 46 2.8297 

24 1.3276 47 2.9288 

25 1.3740 48 3.0313 

26 1.4221 49 3.1374 

27 1.4719 50 3.2472 

28 1.5234 51 3.3608 

29 1.5767 52 3.4785 

30 1.6319 53 3.6002 

31 1.6890 54 3.7262 

32 1.7482 55 3.8566 

33 1.8093 56 3.9916 

34 1.8727 57 4.1313 

35 1.9382 58 4.2759 

36 2.0060 59 4.4256 

37 2.0763 60 4.5805 

 

（注）年齢に 1歳未満の端数が生じたときの率は、次の算式による。 

端数月を切り捨てた年齢による率……Ａ 

端数月を切り上げた年齢による率……Ｂ 

率＝Ａ＋（Ｂ－Ａ）×端数月数／12 

＜小数点以下第 5位四捨五入＞ 



 

 

附則別表第２ 
 

生 年 月 日 別 給 付 乗 率 

昭和２年４月１日までに生まれた者 １，０００分の１０．０ 

昭和２年４月２日から昭和３年４月１日までの間に生まれた者 １，０００分の９．８６ 

昭和３年４月２日から昭和４年４月１日までの間に生まれた者 １，０００分の９．７２ 

昭和４年４月２日から昭和５年４月１日までの間に生まれた者 １，０００分の９．５８ 

昭和５年４月２日から昭和６年４月１日までの間に生まれた者 １，０００分の９．４４ 

昭和６年４月２日から昭和７年４月１日までの間に生まれた者 １，０００分の９．３１ 

昭和７年４月２日から昭和８年４月１日までの間に生まれた者 １，０００分の９．１７ 

昭和８年４月２日から昭和９年４月１日までの間に生まれた者 １，０００分の９．０４ 

昭和９年４月２日から昭和１０年４月１日までの間に生まれた者 １，０００分の８．９１ 

昭和１０年４月２日から昭和１１年４月１日までの間に生まれた者 １，０００分の８．７９ 

昭和１１年４月２日から昭和１２年４月１日までの間に生まれた者 １，０００分の８．６６ 

昭和１２年４月２日から昭和１３年４月１日までの間に生まれた者 １，０００分の８．５４ 

昭和１３年４月２日から昭和１４年４月１日までの間に生まれた者 １，０００分の８．４１ 

昭和１４年４月２日から昭和１５年４月１日までの間に生まれた者 １，０００分の８．２９ 

昭和１５年４月２日から昭和１６年４月１日までの間に生まれた者 １，０００分の７．７７１ 

昭和１６年４月２日から昭和１７年４月１日までの間に生まれた者 １，０００分の７．６５７ 

昭和１７年４月２日から昭和１８年４月１日までの間に生まれた者 １，０００分の７．５４３ 

昭和１８年４月２日から昭和１９年４月１日までの間に生まれた者 １，０００分の７．４３９ 

昭和１９年４月２日から昭和２０年４月１日までの間に生まれた者 １，０００分の７．３３４ 

昭和２０年４月２日から昭和２１年４月１日までの間に生まれた者 １，０００分の７．２３０ 

昭和２１年４月２日以降に生まれた者 １，０００分の７．１２５ 

 



 

 

附則別表第３ 
 

生年月日別給付乗率 

 

男子 女子 率 

昭和 28 年 4月 1 日以前出生 昭和 33 年 4月 1 日以前出生 2.637 

昭和 28 年 4月 2 日～昭和 30 年 4月 1 日出生 昭和 33 年 4月 2 日～昭和 35 年 4月 1 日出生 2.426 

昭和 30 年 4月 2 日～昭和 32 年 4月 1 日出生 昭和 35 年 4月 2 日～昭和 37 年 4月 1 日出生 2.228 

昭和 32 年 4月 2 日～昭和 34 年 4月 1 日出生 昭和 37 年 4月 2 日～昭和 39 年 4月 1 日出生 2.043 

昭和 34 年 4月 2 日～昭和 36 年 4月 1 日出生 昭和 39 年 4月 2 日～昭和 41 年 4月 1 日出生 1.869 

昭和 36 年 4月 2 日以降出生 昭和 41 年 4月 2 日以降出生 1.706 

 

 
 
 


